
河
川
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

参
照
条
文
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‥

○
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
（
抄
）
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‥
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‥
‥
‥
‥
‥
‥
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‥
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‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
（
抄
）

２
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○
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
（
抄
）

（
一
級
河
川
の
管
理
）

第
九
条

（
略
）

２

国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
区
間
（
以
下
「
指
定
区
間
」
と
い
う
。
）
内
の
一
級
河
川
に
係
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
は
、
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
一
級
河
川
の
部
分
の
存
す
る
都
道
府
県
を
統
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
・
４

（
略
）

５

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
存
す
る
指
定
区

間
内
の
一
級
河
川
の
う
ち
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
区
間
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
と
さ
れ
た
管
理
は
、
同
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
一
級
河
川
の
部
分
の
存
す
る
指
定
都
市
の
長
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
・
７

（
略
）

（
流
水
の
占
用
の
許
可
）

第
二
十
三
条

河
川
の
流
水
を
占
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
河
川
管
理
者
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
土
地
の
占
用
の
許
可
）

第
二
十
四
条

河
川
区
域
内
の
土
地
（
河
川
管
理
者
以
外
の
者
が
そ
の
権
原
に
基
づ
き
管
理
す
る
土
地
を
除
く
。
以
下
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
占
用
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
河
川
管
理
者
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
工
作
物
の
新
築
等
の
許
可
）

第
二
十
六
条

河
川
区
域
内
の
土
地
に
お
い
て
工
作
物
を
新
築
し
、
改
築
し
、
又
は
除
却
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
河
川
管
理
者

の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
河
川
の
河
口
附
近
の
海
面
に
お
い
て
河
川
の
流
水
を
貯
留
し
、
又
は
停
滞
さ
せ
る
た
め
の
工
作
物
を
新
築
し
、
改
築
し
、
又
は
除

却
し
よ
う
と
す
る
者
も
、
同
様
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）

（
権
利
の
譲
渡
）

第
三
十
四
条

第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
の
許
可
に
基
づ
く
権
利
は
、
河
川
管
理
者
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
、
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

（
略
）

（
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
の
意
見
の
聴
取
）

第
三
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
都
市
の
長
は
、
水
利
使
用
に
関
し
、
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
も
の
と
さ
れ
た
一
級
河
川
の
管
理
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
・
５

（
略
）

（
渇
水
時
に
お
け
る
水
利
使
用
の
特
例
）
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第
五
十
三
条
の
二

水
利
使
用
者
は
、
河
川
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
、
異
常
な
渇
水
に
よ
り
許
可
に
係
る
水
利
使
用
が
困
難
と
な
つ
た
他
の
水
利
使
用
者
に
対
し
て
、
当

該
異
常
な
渇
水
が
解
消
す
る
ま
で
の
間
に
限
り
、
自
己
が
受
け
た
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
の
許
可
に
基
づ
く
水
利
使
用
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

前
項
の
承
認
に
係
る
水
利
使
用
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
承
認
を
受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
河
川
管
理
者
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

河
川
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
場
合
又
は
第
一
項
に
規
定
す
る
他
の
水
利
使
用
者
の
許
可
に
係
る
水
利
使
用
が
困
難
で
な
く
な
つ
た
場
合
に
お

い
て
は
、
同
項
の
承
認
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
等
）

第
七
十
九
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
も
の
と
さ
れ
た
一
級
河
川
の
管
理
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通

大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

○
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
（
抄
）

（
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
に
よ
る
指
定
区
間
内
の
一
級
河
川
の
管
理
）

第
二
条

法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
区
間
内
の
一
級
河
川
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
管
理
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と

す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

水
利
使
用
で
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
特
定
水
利
使
用
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
法
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項

及
び
第
五
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
行
う
こ
と
。

イ

発
電
の
た
め
に
す
る
も
の
。
た
だ
し
、
当
該
発
電
が
、
次
に
掲
げ
る
水
利
使
用
で
あ
つ
て
法
第
二
十
三
条
の
許
可
を
受
け
た
も
の
の
た
め
に
取
水
し
た
流
水
の
み

を
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。

取
水
量
が
一
日
に
つ
き
最
大
二
千
五
百
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
水
利
使
用
で
あ
つ
て
給
水
人
口
が
一
万
人
未
満
の
水
道
の
た
め
に
す
る
も
の

(1)

取
水
量
が
一
日
に
つ
き
最
大
二
千
五
百
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
鉱
工
業
用
水
道
の
た
め
に
す
る
も
の

(2)

取
水
量
が
一
秒
に
つ
き
最
大
一
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
水
利
使
用
で
あ
つ
て
か
ん
が
い
面
積
が
三
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
か
ん
が
い
の
た
め
に
す
る
も
の

(3)

発
電
、
水
道
、
鉱
工
業
用
水
道
又
は
か
ん
が
い
以
外
の
た
め
に
す
る
も
の

(4)
ロ

取
水
量
が
一
日
に
つ
き
最
大
二
千
五
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
給
水
人
口
が
一
万
人
以
上
の
水
道
の
た
め
に
す
る
も
の

ハ

取
水
量
が
一
日
に
つ
き
最
大
二
千
五
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鉱
工
業
用
水
道
の
た
め
に
す
る
も
の

ニ

取
水
量
が
一
秒
に
つ
き
最
大
一
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
か
ん
が
い
面
積
が
三
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
か
ん
が
い
の
た
め
に
す
る
も
の

四
～
七

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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（
関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
級
河
川
の
管
理
）

第
二
十
条
の
二

法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
一
級
河
川
の
管
理
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
特
定
水
利
使
用
以
外
の
水
利
使
用
で
次
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
法
第
二
十
三

条
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
と
す
る
。

一

取
水
量
が
一
日
に
つ
き
最
大
千
二
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
給
水
人
口
が
五
千
人
以
上
の
水
道
の
た
め
に
す
る
も
の

二

取
水
量
が
一
秒
に
つ
き
最
大
〇
・
三
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
か
ん
が
い
面
積
が
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
か
ん
が
い
の
た
め
に
す
る
も
の

三

取
水
量
が
一
日
に
つ
き
最
大
千
二
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
水
利
使
用
で
あ
つ
て
発
電
、
水
道
又
は
か
ん
が
い
以
外
の
た
め
に
す
る
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
水
利
使
用
で
あ
つ
て
法
第
二
十
三
条
の
許
可
を
受
け
た
も
の
の
た
め
に
取
水
し
た
流
水
の
み
を
利
用
す
る
発
電
の
た
め
に
す
る
も
の

（
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
）

第
四
十
五
条

法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
一
級
河
川
の
管
理
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

四

特
定
水
利
使
用
以
外
の
水
利
使
用
で
第
二
十
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
法
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
又
は
こ
れ
ら
の
処
分
に
係
る
法
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
処
分

五
・
六

（
略
）


